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 ロボ産業、中小に参入機運高まる 
介護ロボットなどニッチ市場に的 
 

 日本の成長戦略構想―「産業構造ビジョン」

（経済産業省）がまとまった。原子力発電や鉄

道（新幹線）などインフラの海外輸出や次世代

送電網など環境・エネルギー産業に加え、ロボ

ットなど先端技術、環境関連など５つの戦略分

野の競争力を強化し、市場規模を 2020 年（平成

32 年）までに 149 兆円規模に拡大させる。 

 中でも先端技術の中心であるロボット産業

は、自動車、電機産業と共に発展してきた重要

分野。現在、日本の産業用ロボットの出荷台数

は世界の 70％を占める。産業ロボットよりも成

長性があるのがサービスロボット。民生用ロボ

ットとも呼ばれる分野は、介護・福祉、清掃、

警備、移動・家事支援など多岐に渡り、2010 年

の市場規模は予想で約 140 億円、５年後には 250

億円が見込まれる。20 年には産業・民生合わせ

2.9 兆円のビッグ市場と予測される。このうち民

生用の割合が 50％まで急伸するという。 

 ロボット産業は用途が広いが、開発費負担増

や高価格、販路開拓で中小には荷が重い。そこ

で、中小・ベンチャー企業は官学の応援を受け、

産業・民生とも大手が手がけないニッチ市場を

狙う。産業用で大学発ベンチャーは電線点検ロ

ボットを、官民共同のつくば市（茨城県）は走

行機能付きロボットなどを開発した。特に同市

は企業立地奨励金制度を策定し応援している。

同市内のベンチャーが運動促進用の「体操ロボ

ット」（人型・高さ 70 ㎝）を開発したのは好例。

 
 

 

上場株式の取得費特例は 12 月まで 
譲渡時期は市場動向を注視し売却 
 

 2010 年度税制改正で上場株式等の取得費の特

例の適用期限が今年12月 31日で廃止されること

が決まった。これは、2001 年９月 30 日以前から

引き続き所有していた上場株式等（同年 10 月１

日において上場株式等に該当していたもののう

ち一定のもの）を 2010 年 12 月 31 日までの間に

譲渡した場合、その上場株式等に係る譲渡所得の

金額の計算上控除する取得費は、その実際の取得

費と、その上場株式等の 2001 年 10 月１日の終値

の 80％相当額とを比較して、いずれか有利な方を

選択できるというもの。その適用期限が、あと半

年に迫っている。 

 特例対象株式の譲渡を計画している人は、みな

し取得費と実際の取得費とを比べ、有利な方を選

択する利点があるが、10 年も前の株の取得費など

は、普通分からない、と諦めてしまうもの。だ

が、確認方法はある。まず、一番簡単な方法は

「証券業者から送付された取引報告書がある

か？」。次に「取引した証券会社の『顧客勘定

元帳』があるか？」。過去 10 年以内のものであ

れば、証券会社で確認可能だ。また、本人の手

控えがあれば確認可能だ。日記帳や預金通帳に

よって取得価額が確認できるかもしれない。さ

らに、国税庁ホームページの「2001 年 10 月１日

の株価を調べる」で確認することもできる。 

 取得費が高い方が、当然、譲渡益が小さくな

るわけで、みなし取得費を適用して特例対象株

式の譲渡を予定している人は、株式市場の動向

を注視しながら、2010 年の中で売却時期を決め

る必要があるだろう。 
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